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▼
変
更
点
１　

定
率
減
税
の
縮
小

　

定
率
減
税
に
よ
る
額
が
、
こ
れ
ま

で
の
２
分
の
１
に
縮
小
さ
れ
ま
し

た
。

▼
変
更
点
２　

生
計
同
一
の
妻
に
対

す
る
均
等
割
軽
減
措
置
の
廃
止

　

平
成　

年
度
か
ら
均
等
割
の
納
税

１８

義
務
を
負
う
夫
と
生
計
を
同
一
に
す

る
妻
で
も
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ

れ
ば
均
等
割
全
額
が
課
税
さ
れ
ま

す
。
な
お
、
専
業
主
婦
の
方
や
前
年

の
合
計
所
得
金
額
が　

万
円
以
下
の

３５

方
は
、
非
課
税
で
す
。

▼
変
更
点
３　

老
年
者
控
除
の
廃
止

　

こ
れ
ま
で
、　

歳
以
上
で
、
合
計

６５

所
得
金
額
が
１
千
万
円
以
下
の
方
に

認
め
ら
れ
て
い
た
老
年
者
控
除
が
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。

▼
変
更
点
４　

公
的
年
金
等
控
除
の

改
正

　
　

歳
以
上
（
昭
和　

年
１
月
１
日

６５

１６

以
前
生
ま
れ
）
の
方
の
公
的
年
金
等

収
入
を
雑
所
得
に
直
す
計
算
式
が
、

下
表
の
と
お
り
変
更
に
な
り
ま
し

た
。

※　

歳
未
満
（
昭
和　

年
１
月
２
日

６５

１６

以
降
生
ま
れ
）
の
方
に
つ
い
て
は
変

更
あ
り
ま
せ
ん
。な
お
、　

歳
以
上
の

６５

方
で
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

　

万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
税
法
上

１５８他
の
親
族
の
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た

は
扶
養
親
族
に
な
れ
ま
せ
ん

▼
変
更
点
５　
　

歳
以
上
の
方
に
適

６５

用
さ
れ
る
非
課
税
措
置
の
廃
止

　
　

歳
以
上
で
合
計
所
得
金
額
が　

６５

１２５

万
円
以
下
の
方
に
対
す
る
非
課
税
措

置
が
、
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ

し
、
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
で　

１７

６５

歳
に
達
し
て
い
た
方
（
昭
和　

年
１

１５

月
２
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
で
、

合
計
所
得
金
額　

万
円
以
下
の
方
に

１２５

つ
い
て
は
、
平
成　

年
度
は
税
額
を

１８

３
分
の
１
、
平
成　

年
度
は
３
分
の

１９

２
と
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

▼
変
更
点
６　

寡
婦
（
夫
）
控
除
の

適
用

　

老
年
者
控
除
の
廃
止
に
よ
り
、　
６５

歳
以
上
の
方
で
も
、
夫
と
死
別
し
た

後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
方
で
、
合
計

所
得
金
額
が　

万
円
以
下
の
場
合
な

５００

ど
寡
婦
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
適
用
要
件

は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

▼
納
税
通
知
書
の
発
送

　

平
成　

年
度
の
納
税
通
知
書
は
、

１８

６
月
６
日
�
に
発
送
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
な
お
、
特
別
徴
収
（
給
与
天

引
き
）
の
方
に
は
５
月
初
旬
に
勤
務

先
へ
通
知
書
を
発
送
し
て
い
ま
す
。

▼
証
明
書
の
発
行

　

平
成　

年
度
の
課
税
（
非
課
税
）

１８

証
明
書
は
、
市
役
所
１
階
市
民
窓
口

課
、
七
生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所
で

発
行
し
ま
す
。
な
お
、
３
月　

日
ま

１５

で
に
申
告
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は

発
行
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
問
合
せ
先
＝
市
民
税
課
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テ
レ
ビ
や
新
聞
で
報
道
さ
れ
て

い
る
影
響
で
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
っ
て
ど
ん
な
薬
な
の
？
」
と

最
近
よ
く
尋
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
と
は
、
医
療
機
関

で
処
方
さ
れ
、
同
じ
成
分

・
同
じ
効
能
で
価
格
の
安

い
薬
の
こ
と
で
す
。
新
薬

の
特
許
期
間
満
了
後
に
製

造
販
売
さ
れ
る
医
薬
品
で

す
。
そ
の
理
由
は
、
先
に

開
発
さ
れ
た
新
薬
に
比
べ

て
開
発
コ
ス
ト
や
研
究
期

間
が
短
い
た
め
、
そ
の
価

格
が
安
く
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
価

格
が
安
い
た
め
、
患
者
さ
ん
の
薬

代
負
担
を
軽
く
す
る
だ
け
で
な

く
、
国
全
体
の
医
療
費
節
減
に
も

貢
献
で
き
る
こ
と
で
す
。
し
か

し
、
す
べ
て
の
医
薬
品
に
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
い
ま
使
っ
て
い
る
薬

が
必
ず
安
く
な
る
と
は
限
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
新
し
く
開
発

さ
れ
た
薬
や
効
果
に
工
夫

さ
れ
た
薬
に
も
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
処
方
に
つ

い
て
は
、
ま
ず
は
、
か
か

り
つ
け
の
医
師
・
薬
剤
師

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
つ

い
て
説
明
を
受
け
、
メ
リ

ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
よ
く
理
解

し
た
上
で
使
用
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。（健

康
課
�　

・
４
１
１
１
）

５８１

（広告）

 
■
日
鉱
住
宅
地
地
区
の
都
市
計
画
案

を
縦
覧

﹇
縦
覧
期
間
﹈
６
月
２
日
�
〜　

日
１６

�
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時　

分

３０

１５

※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
﹇
縦
覧
区

域
﹈
南
平
９
丁
目
地
内
﹇
縦
覧
内
容
﹈

日
野
都
市
計
画
用
途
地
域
、
日
鉱
住

宅
地
地
区
の
地
区
計
画
の
決
定
﹇
縦

覧
場
所
・
問
合
せ
先
﹈
市
役
所
３
階

都
市
計
画
課

■
百
草
台
小
・
三
沢
台
小
の
統
合
計

画
（
素
案
）
説
明
会

﹇
日
時
・
会
場
﹈
６
月
３
日
�
午
前

　

時
か
ら
…
百
草
台
小
、
午
後
１
時

１０
　

分
か
ら
…
三
沢
台
小
※
車
で
の
来

３０場
は
ご
遠
慮
を
﹇
持
ち
物
﹈
上
履
き

﹇
問
合
せ
先
﹈
教
育
部
庶
務
課

■「（
仮
称
）西
友
府
中
店
建
築
事
業
」

に
関
す
る
環
境
影
響
評
価
書
に
係
る

住
民
説
明
会

﹇
日
時
﹈
６
月　

日
�
午
後
２
時
〜

１０

４
時
﹇
会
場
﹈
東
部
会
館
﹇
問
合
せ

先
﹈
�
西
友
店
舗
開
発
部
（
�　

・
０３

３
５
９
８
・
７
８
４
１
）、
市
環
境
保

全
課

■
水
道
な
ん
で
も
相
談

　

６
月
１
日
�
〜
７
日
�
は
水
道
週

間
で
す
。
水
は
私
た
ち
の
暮
ら
し
に

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。

水
道
の
重
要
性
を
広
く
理
解
し
て
い

た
だ
く
た
め
「
安
全
と
お
い
し
さ
ご

く
り
水
道
水
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
開

催
し
ま
す
。

﹇
日
時
﹈
６
月
６
日
�
午
前　

時
〜

１０

午
後
３
時
﹇
会
場
﹈
多
摩
平
の
森
ふ

れ
あ
い
館
﹇
問
合
せ
先
﹈
水
道
課

（
�　

・
０
２
７
６
）

５８１

■
浸
水
ゼ
ロ
・
安
全
・
快
適
下
水
道

〜
６
月
は
浸
水
対
策
強
化
月
間

　

梅
雨
に
向
か
う
６
月
を
「
浸
水
対

策
強
化
月
間
」
と
し
て
下
水
道
施
設

の
安
全
性
の
確
保
と
市
民
の
防
災
意

識
の
向
上
を
図
る
取
り
組
み
を
行
い

雑所得を求めるための計算式
公的年金等の収入金額

の合計額

公的年金等の収入金額の合計額が１２０万円までの場
合は、所得金額はゼロとなります

年金収入－１２０万円３３０万円以下

年金収入×０.７５－３７万５千円～４１０万円

年金収入×０.８５－７８万５千円～７７０万円

年金収入×０.９５－１５５万５千円７７０万円超

控除額要　　　　　　　件

２６万円

夫と死別、または離婚した後再婚していない方で、扶養親族
か生計を一にする所得が３８万円以下の子がある方

一般の寡婦
夫と死別した後再婚していない方で、本人の合計所得金額
が５００万円以下の方

３０万円
夫と死別、または離婚した後再婚していない方で、扶養親族
である子を有し、本人の合計所得金額が５００万円以下の方

特別の寡婦

２６万円
妻と死別、または離婚した後再婚していない方で、生計を
一にする所得が３８万円以下の子を有し、本人の合計所得金
額が５００万円以下の方

寡　　　夫

ま
す
。
ま
た
、
東
京
の
雨
が
一
目
で

分
か
る
「
東
京
ア
メ
ッ
シ
ュ
」
を
東

京
都
下
水
道
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（ht

tp://w
w
w
.gesui.m

etro.tokyo
.jp/

）
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
東
京
都
流
域
下
水
道

本
部
（
�　

・
４
８
２
８
）、
市
下
水

５２７

道
課

■
６
月
は
東
京
都
暴
走
族
追
放
強
化

期
間
〜
暴
走
族
の
追
放
は
、
ま
ず
家

庭
か
ら
そ
し
て
地
域
か
ら

　

交
通
秩
序
の
み
な

ら
ず
、
市
民
の
生
活

環
境
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
す
、
暴
走
族

に
対
す
る
総
合
的
な

対
策
を
地
域
ぐ
る
み

で
推
進
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま

す
。

﹇
電
話
相
談
﹈
子
ど

も
の
非
行
な
ど
の
問

題
で
悩
ん
で
い
る
方

や
、
い
じ
め
や
犯
罪

等
の
被
害
に
遭
い
悩
ん
で
い
る
子
ど

も
の
た
め
の
電
話
相
談
。
警
視
庁
ヤ

ン
グ
・
テ
レ
ホ
ン
コ
ー
ナ
ー
（
�　
０３

・
３
５
８
０
・
４
９
７
０
）﹇
問
合
せ

先
﹈
日
野
警
察
署
交
通
課（
�　

・
０
５８６

１
１
０
）、市
都
市
計
画
課

■
市
役
所
内
に
授
乳
室
を
設
置

　

５
月　

日
か
ら
市
役
所
１
階
市
民

１５

会
館
側
出
入
口
隣
と
２
階
西
側
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
隣
に
設
置
し
ま
し
た
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
財
産
管
理
課

市
民
税
・
都
民
税
の

市
民
税
・
都
民
税
の

平
成　

年
度
の
主
な
変
更
点

18

三
師
会
か
ら
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●公的年金等収入を雑所得に直す計算式（昭和１６
年１月１日以前生まれの６５歳以上の方対象）

●寡婦（夫）控除の適用要件

●授乳室案内図


